
１ 市民生活プラザホール及び会議室の利用状況 

 

 ⑴ホール 

年 度 2年度 3年度 4年度 5年度 

利用件数 97件 125件 229件  237件 

利用者数 7,167人 10,158人 23,492人 25,277人 

 

 ⑵会議室 

年 度 2年度 3年度 4年度 5年度 

利用件数 376件 425件 561件 664件 

利用者数 4,110人 5,058人 10,796人 8,580人 

 

２ 利用料金基準額 

  長崎市市民生活プラザ条例及び長崎市市民生活プラザ条例施行規則から抜粋 

 

⑴ ホールの利用に係る基準額 

区分 基準額 

入場料等を徴収し

ない場合 

平日 9:30～正午 8,171円 

13:00～17:00 16,342円 

18:00～22:00 20,533円 

土曜日、日曜

日又は休日 

9:30～正午 9,638円 

13:00～17:00 19,276円 

18:00～22:00 24,514円 

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合 

最高の入場料

等が 3,142 円

以下のとき 

平日 9:30～正午 12,257円 

13:00～17:00 24,514円 

18:00～22:00 30,800円 

土曜日、日曜

日又は休日 

9:30～正午 14,457円 

13:00～17:00 28,914円 

18:00～22:00 36,771円 

最高の入場料

等が 3,142 円

を超えるとき 

平日 9:30～正午 16,342円 

13:00～17:00 32,685円 

18:00～22:00 41,066円 

土曜日、日曜

日又は休日 

9:30～正午 19,276円 

13:00～17:00 38,552円 

18:00～22:00 49,028円 

 

 

 



⑵ 会議室の利用に係る基準額 

区分 基準額 

70平方メートル以上 9:30～正午 6,285円 

13:00～17:00 10,476円 

18:00～21:00 12,571円 

9:30～17:00 16,761円 

13:00～21:00 23,047円 

9:30～21:00 29,332円 

40 平方メートル以上 70 平方メート

ル未満 

9:30～正午 3,142円 

13:00～17:00 5,238円 

18:00～21:00 6,285円 

9:30～17:00 8,380円 

13:00～21:00 11,523円 

9:30～21:00 14,665円 

40平方メートル未満 9:30～正午 1,571円 

13:00～17:00 2,619円 

18:00～21:00 3,142円 

9:30～17:00 4,190円 

13:00～21:00 5,761円 

9:30～21:00 7,332円 

 

３ ホールの附属設備の利用に係る基準額 

区分 基準額 

照明器具 ボーダーライト 880円 

フットライト 544円 

アッパーホリゾントライト 880円 

ロアーホリゾントライト 440円 

スポットライト 314円 

ピンスポットライト 3,247円 

客席トランスコンセント用スポットライ

ト 

523円 

展示照明用スポットライト 104円 

調光操作装置 6,600円 

エフェクトマシン 1,152円 

コンセント（持込舞台用電気器具）  314円 

コンセント（その他）  209円 

音響・映 音響拡声装置 3,980円 



像設備 テープレコーダー 1,361円 

ＣＤプレーヤー 942円 

ＭＤプレーヤー 1,152円 

効果用マシン 1,100円 

ダイナミックマイク 419円 

コンデンサーマイク A 1,571円 

コンデンサーマイク B 1,152円 

ワイヤレスマイク 2,619円 

マイクスタンド 104円 

ハネ返りスピーカー 1,571円 

ステージスピーカー 1,644円 

ビデオプロジェクター 1,466円 

ビデオデッキ 1,571円 

16ミリ映写機 2,744円 

ＯＨＰ 2,200円 

スライド映写機 2,409円 

ライン入力設備 628円 

オーバーヘッドカメラ 2,619円 

レーザーポインター 523円 

ピアノ 5,447円 

舞台器具 平台 314円 

箱足 104円 

演台 838円 

司会台 314円 

仮設ステージ 419円 

屛風 2,619円 

指揮台 419円 

赤毛せん 209円 

長座布団 104円 

高座用座布団 209円 

座布団 73円 

吊物バトン 314円 

スクリーン 1,361円 

椅子  104円 

長机  314円 

展示パネル  209円 

調理台  1,571円 

シャワー  628円 

冷暖房設備  1,047円 



４ 会議室の附属設備の利用に係る基準額 

区分 基準額 

テープレコーダー  1,361円 

ＣＤプレーヤー  942円 

ＭＤプレーヤー  1,152円 

移動用補助ミキサー卓  2,619円 

ダイナミックマイク  419円 

コンデンサーマイク  1,152円 

ワイヤレスマイク  2,619円 

ワイヤレスアンプ  2,619円 

マイクスタンド  104円 

スクリーン  104円 

演台  314円 

コンセント  209円 

椅子  104円 

長机  314円 

冷暖房設

備 

70平方メートル以上 209円 

40 平方メートル以上 70 平方メートル未

満 

104円 

40平方メートル未満 52円 

 


